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平成18年 8月21日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
（
九
五
・
税
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
九
十
五
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

（
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
表
中
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
四
項
」
を
「
第
七
十
一
条

の
十
四
第
五
項
」
に
、
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
五
項
」
を
「
第
七
十

一
条
の
三
十
五
第
六
項
」
に
、
「
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
五
項
」
を

「
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
六
項
」
に
、
「
第
七
十
二
条
の
四
十
六
第
四

項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
六
第
五
項
」
に
、
「
第
七
十
四
条
の
二
十

三
第
四
項
」
を
「
第
七
十
四
条
の
二
十
三
第
五
項
」
に
、
「
第
九
十
条
第

四
項
」
を
「
第
九
十
条
第
五
項
」
に
、
「
第
六
百
九
十
九
条
の
二
十
一
第

四
項
」
を
「
第
六
百
九
十
九
条
の
二
十
一
第
五
項
」
に
、
「
第
七
百
条
の

三
十
三
第
四
項
」
を
「
第
七
百
条
の
三
十
三
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
十
五
号
を
削
る
。

「

様
式
第
三
十
号
そ
の
一
中

「
を
」「

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
及
び
そ
の
三
中

」

「
を
」

に
改
め
、
同
様

」

「

式
そ
の
四
中

「
を
」

「

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
五
中

」

「
を
」

に
改
め
る
。

」

（
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

規
　
　
　
　
　
　
則
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0
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0
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0
0

不
申
告
加
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金

「

様
式
第
十
四
号
中

「
を
」

に
」

改
め
る
。

「

様
式
第
十
六
号
の
二
及
び
様
式
第
十
六
号
の
三
中

「
を
」

に
改
め
る
。

」

様
式
第
十
六
号
の
四
、
様
式
第
二
十
号
及
び
様
式
第
二
十
二
号
中

「

「
を
」

に
改
め
る
。

」

「

様
式
第
二
十
七
号
中

「
を
」

に
改
め
る
。

告
加
算
金
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算
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不
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不
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金

不
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加
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金

通
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額

加
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額

計不
申
告

加
算
金

通
常
額

加
算
額

計



２

」

「

様
式
第
二
十
九
号
及
び
様
式
第
三
十
一
号
中

「
を
」

に
改
め

」

る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

一
条
中
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
十
五
号
の
改

正
規
定
は
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県

県
税
事
務
取
扱
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日
（
号
外
第
四
号
）
公
布
工
業
等
導
入
地
区
等
に

お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
原
稿
誤
り
）

一
　
　
　
下
　

二
十
七
　
に
改
め
る
。
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古紙配合率100％
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行
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正
　
　
　
　
　

に
、
「
供
す
る
設
備

に
係
る
固
定
資
産
の

価
額
」
を
「
供
す
る

設
備
に
係
る
固
定
資

産
の
価
額
）
」
に
改

め
る
。 供

す
る
設
備

に
係
る
固
定
資
産
の

価
額
　
　
　
供
す
る

設
備
に
係
る
固
定
資

産
の
価
額
）


